
株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、業績に裏

付けられた成果の配分を基本方針としております。第63期の期末配当は、株主

の皆様への安定的な配当の継続を基本に、通期の業績を踏まえたうえで１株当

たり18円といたしたいと存じます。また、その他の剰余金の処分につきまして

は、業績および財務体質の強化と安定的かつ持続的な企業成長のための内部留

保資金を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

　金銭といたします。

(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金18円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は102,722,130円となります。

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

　平成28年６月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（６名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名増員

し、取締役７名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

まき

槇
 

　
はる

春
お

夫
(昭和26年５月26日生)

昭和51年12月 当社入社

昭和58年12月 当社取締役営業本部長

昭和61年12月 当社常務取締役

平成４年３月 当社専務取締役

平成10年６月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

旺旺・ジャパン株式会社取締役

Want Want China Holdings Limited非執行董事

株式会社エム・アイ・ピー取締役

株式会社紀文食品監査役

91,480株

２

ごう

郷
 

　
よし

芳
お

夫
(昭和30年４月22日生)

昭和61年２月 当社入社

平成12年２月 当社本社第一製造部長

平成14年２月 当社製造本部長

平成14年６月 当社取締役製造本部長

平成18年５月 当社取締役管理本部長

平成25年６月 当社常務取締役管理本部長

平成28年４月 当社専務取締役経営企画本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

旺旺・ジャパン株式会社監査役

3,000株

３

ほし

星
の

野
ただ

忠
ひこ

彦
(昭和35年12月29日生)

昭和59年４月 当社入社

平成14年２月 当社マーケティング部長

平成17年10月 当社生産管理部長

平成18年10月 当社マーケティング部長

平成19年１月 当社Ｒ＆Ｄ・Ｍ部長

平成20年10月 当社北海道事業部長

平成22年９月 当社営業本部長

平成23年６月 当社取締役営業本部長

平成28年４月 当社常務取締役営業本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

旺旺・ジャパン株式会社取締役

6,100株
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４

まき

槇
 

　
だい

大
すけ

介
(昭和54年８月14日生)

平成18年５月 当社入社

平成25年６月 当社取締役経営企画室長

平成27年２月 当社取締役経営企画本部長

平成28年４月 当社常務取締役製造本部長（現任）

（重要な兼職の状況）

旺旺・ジャパン株式会社取締役

－株

５

こ

小
ばやし

林
まさ

正
みつ

光
(昭和30年１月１日生)

昭和48年３月 当社入社

平成10年２月 当社本社第二製造部長

平成12年12月 当社本社第三製造部長

平成13年２月 当社製造管理部長

平成13年７月 当社ＩＰＳ推進室長

平成17年１月 当社第一製造部長

平成20年２月 当社開発部長

平成21年６月 当社取締役開発部長

平成21年８月 当社取締役マーケティング本部長

平成24年１月 当社取締役商品開発本部長（現任）

1,000株

６

こ

小
ばやし

林
はる

晴
ひと

仁
(昭和36年２月６日生)

平成２年４月 当社入社

平成12年12月 当社購買部長

平成14年２月 当社製造管理部長

平成17年１月 当社内部監査室長

平成18年３月 当社営業管理部長

平成21年１月 当社購買部長

平成24年７月 当社生産管理部長

平成25年２月 当社購買部長

平成26年２月 当社製造副本部長

平成26年６月 当社執行役員製造副本部長

平成27年４月 当社執行役員購買部長

平成27年６月 当社取締役購買部長（現任）

400株

※
７

あ

阿
べ

部
まさ

雅
えい

栄
(昭和33年３月６日生)

昭和56年３月 当社入社

平成14年２月 当社関東営業部長

平成17年10月 当社マーケティング部長

平成18年５月 当社営業本部長

平成18年６月 当社取締役営業本部長

平成20年７月 取締役

平成20年10月 取締役新規事業開発室長

平成21年６月 里山元気ファーム株式会社 代表取締役社長

平成28年４月 当社管理本部長（現任）

5,100株

(注)１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．現任取締役である各候補者は、上記のほか、事業報告「２．(3)①取締役の状況」に記

載のとおり、当社100％子会社の取締役を兼務しております。

３．候補者番号の※印は、新任の取締役候補者であります。
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第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　平成27年６月25日開催の定時株主総会において補欠の監査等委員に選任され

た細貝巌氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされております

ので、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補

欠の監査等委員１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員の候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当 社 の
株 式 数

ほそ

細
かい

貝
 

　
いわお

巌
(昭和33年７月４日生)

平成４年４月 弁護士登録

 　　　　　　尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所

平成７年４月 河鰭法律事務所入所

平成11年３月 細貝法律事務所開設

　　　　　　 現在に至る

（重要な兼職の状況）

三幸倉庫株式会社代表取締役社長

－株

(注)１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．細貝巌氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）として選任するものであります。

３．補欠の社外取締役（監査等委員）の選任理由および社外取締役（監査等委員）として

の独立性ならびに責任限定契約について

(1)細貝巌氏の長年の弁護士として培われた法律知識および企業経営における経験を､同

氏が取締役（監査等委員）に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただく

ため、補欠の社外取締役（監査等委員）として選任をお願いするものであります。

(2)細貝巌氏は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったこ

とはありません。

(3)細貝巌氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける

予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

(4)細貝巌氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の

親族その他これに準ずる者ではありません。

(5)細貝巌氏が監査等委員の欠員により社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法

第427条第１項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に

基づく監査等委員の責任限度額は、法令が規定する額となります。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式

報酬等の額および内容決定の件

１．提案の理由および当該報酬等を相当とする理由

　本議案は、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の報

酬と株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績ならびに企業価値の向

上への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付

信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の

導入をお願いするものであります。当社としては、かかる目的に鑑み、本議案の

内容は相当であるものと考えております。

　本制度にかかる取締役の報酬等の額および内容については、平成27年６月25日

開催の当社定時株主総会においてご承認をいただきました取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。）の報酬等の額（年200百万円以内。ただし使用人分給与は

含みません。）とは別枠で、新たな株式報酬を取締役（社外取締役および監査等

委員である取締役を除く。）に対して支給することといたしたく存じます。ま

た、本制度の詳細につきましては、下記２．の枠内で、取締役会にご一任いただ

きたく存じます。

　現時点において、本制度の対象となる取締役は６名ですが、第２号議案のご承

認が得られますと、本制度の対象となる取締役は７名となります。

２．本制度における報酬等の額および内容

(1)本制度の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得

され、取締役に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社

株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」

といいます。）が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、

取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とし

ます。

　本制度の詳細につきましては、47頁記載の【ご参考】当社平成28年５月13

日付開示「業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ」をご参照願いま

す。

(2)本制度の対象者

　本制度の対象者は、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取

締役を除く。）とします。

－ 5 －
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(3)当社が本信託に拠出する金額の上限

　当社は、平成29年３月末日で終了する事業年度から平成33年３月末日で終

了する事業年度までの５事業年度（以下、当該５事業年度の期間、および当

該５事業年度の経過後に開始する５事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象

期間」といいます。）およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入

し、当初の対象期間に関して本制度に基づく取締役への給付を行うために必

要となる株式を本信託が先行して取得するための資金として、100百万円を上

限として本信託に拠出いたします。なお、当初の対象期間経過後も、本制度

が終了するまでの間、当社は各対象期間に、上記株式の取得資金として100百

万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合

において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に

信託財産内に残存する当社株式（取締役に付与されたポイント数に相当する

当社株式で、取締役に対する株式の給付が未了であるものを除きます。）お

よび金銭（以下、「残存株式等」といいます。）があるときは、残存株式等

の金額（株式については、直前の対象期間の末日における時価とします。）

と追加拠出される金銭の合計額は、本株主総会で承認を得た上限の範囲内と

します。

(4)当社株式の取得方法

　本信託による当社株式の取得は、株式市場を通じてまたは当社の自己株式

処分を引き受ける方法によりこれを実施します。なお、当初の対象期間につ

きましては、本信託設定（平成28年８月予定）後遅滞なく、25,000株を上限

として取得するものとします。

(5)取締役に給付される当社株式等の具体的な内容

　当社グループは、各事業年度に関して、取締役の職務内容や責任等に応じ

て付与する役位別の基準ポイントをもとに、連結業績達成度等を勘案して計

算される数のポイントを取締役に付与します。取締役に付与される１事業年

度あたりのポイント数の合計は、5,000ポイント（当社普通株式5,000株相当）

を上限とします。なお、取締役に付与されるポイントは、下記(6)の当社株式

等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株に換算されます（ただ

し、本議案の承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無

償割当または株式併合が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比率

について合理的な調整を行います。）。
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(6)取締役に対する給付時期

取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、

当該取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与

されたポイントを累積した数に応じた当社株式について、原則として退任後

に本信託から給付を受けることができます。ただし、役員株式給付規程に定

める要件を満たす場合には、一定割合について、当社株式の給付に代えて、

時価で換算した金銭の給付を受ける場合があります。なお、金銭給付を行う

ために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
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【ご参考】当社平成28年５月13日付開示

「業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ」

１．導入の背景及び目的

　当社取締役会は、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認を

頂くことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議案を本株主

総会に付議することといたしました。これは、取締役（社外取締役及び監査等委

員である取締役を除く。）の役員報酬と株式価値との連動性をより明確にし、中

長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした

ものであります。

２．本制度の対象者

　本制度の対象者は、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を

除く。）とします。

３．本制度の概要

(1)本制度の概要

　本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得

され、取締役に対して、取締役会が定める役員株式給付規程に従って、当社

株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」

といいます。）が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度であり、

取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とし

ます。
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＜本制度の仕組み＞

【受益者】

取締役を退任した者のうち

受益者要件を満たす者
⑥当社株式等

　の給付

②金銭の信託

③株式取得

取締役

①役員株式給付規程の制定

④ポイントの付与
【委託者】

当社

【受託者】

みずほ信託銀行

（再信託：資産管理サービス信託銀行）

当社株式

信託管理人
議決権不行使

の指図

⑤
議
決
権
不
行
使

受
給
権
取
得

①当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株

主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制

定します。

②当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します（以

下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本信託」といいます。）。

③本信託は、②で信託された金銭を原資として、当社株式を、株式市場を通じ

て又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

④当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。

⑤本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社

株式にかかる議決権を行使しないこととします。

⑥本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件

を満たした者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付

与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が「役

員株式給付規程」に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合につ

いて、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭を給付します。

(2)信託期間

　平成28年８月31日（予定）から本信託が終了するまで（なお、本信託の信

託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は

継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止

等により終了いたします。）
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(3)当社が本信託に拠出する金額及び本信託が取得する株式数

　本株主総会で、本制度導入のご承認を頂くことを条件として、当社は、平

成29年３月末日で終了する事業年度から平成33年３月末日で終了する事業年

度までの５事業年度（以下、当該５事業年度の期間、及び当該５事業年度の

経過後に開始する５事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいま

す。）及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初の対象期

間に関して本制度に基づく取締役への給付を行うために必要となる株式を本

信託が先行して取得するための資金として、100百万円を上限として本信託に

拠出いたします。

　なお、当初の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対

象期間に、上記株式の取得資金として100百万円を上限として追加拠出を行い

ます。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おう

とする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式

（取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する株

式の給付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下、「残存株式等」

といいます。）があるときは、残存株式等の金額（株式については、直前の

対象期間の末日における時価とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、

本株主総会で承認を得た上限の範囲内とします。

　ご参考として、平成28年５月12日の終値4,680円での取得を前提とした場

合、当初の対象期間に関して当社が取締役への給付を行うための株式の取得

資金として拠出する資金の上限額100百万円を原資に取得する株式数は、最大

21,367株となります。

(4)当社株式の取得方法

　本信託による当社株式の取得は、株式市場を通じて又は当社の自己株式処

分を引き受ける方法によりこれを実施します。なお、当初の対象期間につき

ましては、本信託設定後遅滞なく、25,000株を上限として取得するものとし

ます。
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(5)取締役に給付される当社株式等の具体的な内容

　当社は、各事業年度に関して、取締役の職務内容や責任等に応じて付与す

る役位別の基準ポイントをもとに、連結業績達成度等を勘案して計算される

数のポイントを取締役に付与します。取締役に付与される１事業年度あたり

のポイント数の合計は、5,000ポイントを上限とします。

　なお、取締役に付与されるポイントは、下記(6)の株式給付に際し、１ポイ

ント当たり当社普通株式１株に換算されます（ただし、本株主総会における

株主の皆様による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株

式無償割当又は株式併合が行われた場合には、その比率等に応じて、換算比

率について合理的な調整を行います。）。

(6)取締役に対する給付時期

　取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、

当該取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時までに付与

されたポイントを累積した数に応じた当社株式について、原則として退任後

に本信託から給付を受けることができます。ただし、役員株式給付規程に定

める要件を満たす場合には、一定割合について、当社株式の給付に代えて、

時価で換算した金銭の給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信

託により当社株式を売却する場合があります。

(7)議決権の取扱い

　本信託勘定内の当社株式にかかる議決権は、信託管理人の指図に基づき、

一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の

当社株式にかかる議決権の行使について、当社経営への中立性を確保するこ

とを企図しています。

(8)配当の取扱い

　本信託勘定内の当社株式にかかる配当は、本信託が受領し、当社株式の取

得代金や本信託にかかる受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託

が終了する場合において、本信託内に残存する配当金は、役員株式給付規程

の定めに従って、その時点で在任する取締役に対して給付されることになり

ます。
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(9)信託終了時の取扱い

　本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生

した場合に終了いたします。本信託終了時における本信託の残余財産のうち、

当社株式については、全て当社が無償で取得した上で、取締役会決議により

消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の残余財産の

うち、金銭については、上記(8)により取締役に給付される金銭を除いた残額

が当社に給付されます。

【本信託の概要】

①名称　　　　　　　：株式給付信託（BBT）

②委託者　　　　　　：当社

③受託者　　　　　　：みずほ信託銀行株式会社（再信託受託者：資産管理サ

ービス信託銀行株式会社）

④受益者　　　　　　：取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める

受益者要件を満たす者

⑤信託管理人　　　　：当社と利害関係のない第三者

⑥信託の種類　　　　：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

⑦本信託契約の締結日：平成28年８月31日（予定）

⑧金銭を信託する日　：平成28年８月31日（予定）

⑨信託の期間　　　　：平成28年８月31日（予定）から信託が終了するまで

（特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。）

以　上
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第５号議案　会計監査人選任の件

　当社は、平成27年６月25日開催の第62回定時株主総会において新日本有限責

任監査法人を会計監査人として選任することを付議し、承認可決されましたが、

平成28年３月期における会計監査契約の条件について折り合わず、結果として、

当社会計監査人の就任に至りませんでした。これに伴い、当社の会計監査人が

不在となることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するため、

平成27年７月31日開催の監査等委員会において「大有ゼネラル監査法人」を当

社の一時会計監査人に選任し、現在に至っております。

　つきましては、一時会計監査人であります「大有ゼネラル監査法人」を、改

めて会計監査人に選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。

　また、監査等委員会が大有ゼネラル監査法人を会計監査人の候補者とした理

由は、同監査法人が高い専門性、独立性および適切性を有し、当社の会計監査

が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したた

めであります。

　会計監査人の候補者は、次のとおりであります。

名称 大有ゼネラル監査法人

事務所 東京都千代田区飯田橋１-４-１　九段ウィズビル３Ｆ

沿革

平成18年４月 大有監査法人と監査法人ゼネラルの合併により、大有

ゼネラル監査法人と名称変更

平成18年９月 新栄監査法人と合併

概要

資本金　　　　　　　　　　　　27,000千円

構成人員　　代表社員　　　　　　　　８名

社員　　　　　　　　　　３名

公認会計士　　　　　　　12名

その他　　　　　　　　　１名

合計　　　　　　　　　　24名（非常勤務者含む）

監査会社数　　　　　　　　　　　　　57社
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第６号議案　当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更

新の件

　当社は、平成25年６月25日開催の当社第60回定時株主総会において株主の皆

様からの承認を受け、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買

収防衛策）」（以下「旧対応方針」といいます。）を更新いたしましたが、そ

の有効期間は、平成28年６月開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主

総会」といいます。）終結の時までとなっております。当社取締役会は、当該

更新後も、社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向及び様々な

議論の進展等を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上

させるための取組みのひとつとして、継続の是非を含め、その在り方について

引き続き検討をしてまいりました。

　その結果、当社は、平成28年５月13日開催の当社取締役会において、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施

行規則第118条第3号柱書に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいま

す。）に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み（同号ロ(2)）として、当社定款第17条の定

めに基づき本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、更新するこ

とを決定いたしました（以下、当該更新後の対応方針を「本対応方針」といい

ます。）。つきましては、本対応方針の更新（継続）について、株主の皆様に

ご承認をお願いいたしたいと存じます。

　本対応方針につきまして、当社の社外取締役である監査等委員（以下、「社

外監査等委員」といいます。）３名全員はいずれも、本対応方針の具体的運用

が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べて

おります。

　なお、本対応方針の基本的な枠組みは旧対応方針と同一ですが、更新にあた

り、本対応方針の迅速な運用が確保されるよう、独立委員会の追加的な情報提

供を要求する期間及び独立委員会による検討の延長期間について上限を設定し

たほか、一部字句の修正等形式的な修正を行っております。

　また、当社は本日現在、当社株式の大規模な買付等にかかる提案等を一切受

けておりません。
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１．基本方針について

　当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねる

のが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに応ずる

か否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられるべき

であると考えます。

　しかしながら、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、

様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えてお

ります。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株

主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実

上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為

について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分

な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な

条件を株主にもたらすために、対象会社による買付者との交渉を必要とするも

の等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

２．基本方針に資する取組みについて

　当社は、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供す

ることが使命であると考え、かかる使命の追求を通じた企業価値の向上を目指

しております。

　当社は、中期経営計画｢岩塚Re－Bornプラン｣（第61期～第63期）を策定し、

平成25年度から平成27年度までの３年間、新たな成長に向けた経営基盤づくり

に力点をおいて、個々の戦略課題にグループ会社一丸となって取組んでまいり

ました。

　当社は、この経営基盤をさらに盤石なものにし、これから本格化する21世紀

型消費社会に対応できるよう、新たなる中期経営計画「岩塚Stage－Up70」（第

64期～第66期）を策定しました。平成28年度から平成30年度までの３年間を対

象とするこの新・中期経営計画は、「社員一人ひとりの成長」が企業力として

結集されてゆくマネジメントを実践し、企業価値の一層の向上を目指すもので

す。当社グループは、個々の戦略課題に取組むことで、一丸となって新たなる

成長への挑戦を続けてまいります。

　当社は、この中期経営計画を着実に実行していくことが、当社グループとス

テークホルダーとの信頼関係を一層強固に築き上げ、企業価値ひいては株主共

同の利益の確保・向上につながるものと確信しております。
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３．本対応方針の内容

(1)本対応方針更新の目的

　本対応方針は、上記１.に述べた基本方針に照らして、不適切な者によって

当社の財務及び事業の方針の決定が支配され、株主の皆様の利益を棄損する

ことを防止するための取組みとして更新するものです。

　当社は、中期経営計画「岩塚Stage－Up70」（第64期～第66期）の下、株主

の皆様、お客様、取引先様、従業員、地域社会その他、多様なステークホル

ダーの皆様にとって価値ある企業として支持されることを常に目指し、企業

価値・株主共同の利益の最大化に全力で取組んでまいります。

　当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が、当社を取り巻く経営環境

を正しく認識し、当社の企業価値の源泉を理解した上でこれを中長期的に保

有し、当社の価値を向上させる意図を持つものでなければ、中期経営計画「岩

塚Stage－Up70」（第64期～第66期）の達成が困難となるのはもちろんのこ

と、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれがあります。

　さらに、外部者である買付者から買付提案を受けた際には、当社の有形無

形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワ

ークの有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値

を構成する事項等について株主の皆様から適切に把握していただくとともに、

当該買付者による当社株式等の大規模買付行為が企業価値に及ぼす影響につ

いて判断していただく必要があります。

　したがって、外部者である買付者によって当社株式に対する大規模買付行

為が行われた場合に、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否か

を適切に判断していただくための時間、あるいは当社取締役会が株主の皆様

に代替案を提案させていただくための情報を収集する時間の確保が必要であ

ります。また、不当な条件による買付けについては、当社取締役会が株主の

皆様のために交渉を行うことを可能とすること等が必要になってまいります。

　このような状況を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反す

る大規模買付行為を抑止するための枠組みとして、以下にその詳細を記載す

る本対応方針の更新が必要であると判断いたしました。

(2)本対応方針の概要

ア．大規模買付ルールの設定

　本対応方針は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確

保・向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為が行わ

れる場合に、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」と

いいます。）に対し、①事前に大規模買付行為に関する必要かつ十分な情
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報の提供を求め、②大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時

間を確保した上で、③株主の皆様に当社経営陣の代替案等を提示し、大規

模買付者との交渉を行っていくための手続（下記(3)イ.において定義され

る「大規模買付ルール」を指し、その内容は下記(3)「大規模買付ルールの

内容」にて詳述するものとします。）を定めています。

イ．新株予約権無償割当ての利用

　大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大規

模買付行為を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれ

があると認められる場合（その要件の詳細については下記(5)「本新株予約

権の無償割当ての要件」ご参照）には、当社は、当該大規模買付者による

権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該大規模買付者以外の

者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された

新株予約権（その主な内容は下記(6)「本新株予約権の無償割当ての概要」

にて詳述するものとし、以下「本新株予約権」といいます。）を、その時

点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降

に規定されます。）により割り当てます。

ウ．当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等

　本対応方針においては、大規模買付行為への対抗措置としての本新株予

約権の無償割当ての実施若しくは不実施、又は本新株予約権の取得等の判

断について、当社取締役会による恣意的な判断を排するため、独立委員会

規則（その概要については別紙１ご参照）に従い、当社経営陣からの独立

性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を経ることとしてお

ります。また、これに加えて、本新株予約権の無償割当ての実施に際して

独立委員会が株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する

議案の付議を勧告した場合には、原則として当社取締役会は株主総会を招

集するものとされております。さらに、こうした手続の過程については、

株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとし

ています。

　なお、本対応方針の更新当初の独立委員会は、当社社外監査等委員１名

及び社外の有識者２名により構成される予定であり、その委員は別紙２の

とおりです（更新時の独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事

項については別紙１ご参照）。
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エ．本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

　本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、大規模買付者

以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による

本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者以外の株主の皆様に対して

当社株式が交付された場合、当該大規模買付者の有する当社株式の議決権

割合は、当該行使・取得前と比較して、最大で50％まで希釈化される可能

性があります。

(3)大規模買付ルールの内容

ア．本対応方針の対象となる大規模買付行為の定義

　本対応方針は、次の①若しくは②のいずれかに該当する行為（但し、当

社取締役会が予め承認をした行為を除きます。）又はその可能性のある行

為がなされ、又はなされようとする場合（以下「大規模買付行為」と総称

します。）を適用対象とします。

①当社が発行者である株券等（注１）に関する大規模買付者の株券等保有

割合（注２）が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注３）

②当社が発行者である株券等（注４）に関する大規模買付者の株券等所有

割合（注５）とその特別関係者（注６）の株券等所有割合との合計が20％

以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注７）

注１：金融商品取引法第27条の23第１項に定義される株券等をいいます。以下別

段の定めがない限り同じとします。

注２：金融商品取引法第27条の23第４項に定義される株券等保有割合をいいます。

以下別段の定めがない限り同じとしますが、かかる株券等保有割合の計算

上、(i) 同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、ならびに (ii) 

大規模買付者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している

投資銀行、証券会社その他の金融機関ならびに大規模買付者の公開買付代

理人及び主幹事証券会社（以下「契約金融機関等」といいます。）は、本

対応方針においては大規模買付者の共同保有者（金融商品取引法第27条の

23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます。以下同じとします。）とみなします。また、か

かる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表し

ている直近の情報を参照することができるものとします。

注３：売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品

取引法施行令第14条の６に規定される各取引を行うことを含みます。
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注４：金融商品取引法第27条の２第１項に定義される株券等をいいます。以下本

②において同じとします。

注５：金融商品取引法第27条の２第８項に定義される株券等所有割合をいいます。

以下別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株券等所有割合の

計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照す

ることができるものとします。

注６：金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。但

し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開

買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。なお、

(i) 共同保有者及び (ii) 契約金融機関等は、本対応方針においては大規

模買付者の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。

注７：買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第６条第３項に規

定される有償の譲受けに類するものを含みます。

イ．大規模買付者に対する情報提供の要求

　大規模買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、大規模

買付行為の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下

「本必要情報」といいます。）及び大規模買付者が大規模買付行為に際し

て本対応方針に定める手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を

遵守することを誓約する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を、当社の定める書式により提出していただきます。

　当社は、大規模買付者が現れた事実に加えて、大規模買付者から意向表

明書が提出された事実及び本必要情報（当社が秘密保持義務を負うことを

条件として大規模買付者から開示されたものを除きます。）を速やかに開

示いたします。また、その他の情報のうち独立委員会が株主の皆様の判断

のために必要又は適切であると認めた事項につきまして、独立委員会が適

切と判断する時点で開示するものとします。

　独立委員会は、大規模買付者から提出された情報が本必要情報として不

十分であると判断した場合には、直接又は間接に、大規模買付者に対し、

適宜回答期限（但し、意向表明書を受領した日から起算して60日間を上限

とします。）を定めた上、追加的に情報を提出するよう求めることがあり

ます。この場合、大規模買付者においては、当該期限までに、かかる情報

を追加的に提出していただきます。

　独立委員会が本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、独立委

員会は、直ちにその旨を当社株主の皆様に対して開示いたします。
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記

①大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者、主要な株主

又は出資者、ならびに重要な子会社及び関連会社を含み、大規模買付者

がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、出資

者（直接又は間接を問いません。）その他の構成員、業務執行組合員及

び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。）の詳細（具

体的名称、資本構成、出資割合、財務内容、役員の氏名及び略歴、なら

びに当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関す

る情報を含みます。）

②大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の種類及

び価額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行

為の方法の適法性、大規模買付行為の実現の可能性、大規模買付行為完

了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びそ

の理由を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資

格を有する弁護士による意見書をあわせて提出していただく場合があり

ます。）

③大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対し

て重要提案行為等（金融商品取引法第27条の26第１項に定義される重要

提案行為等をいいます。）を行うことに関する意思連絡を含みます。以

下同じとします。）の有無、ならびに意思連絡が存する場合にはその具

体的な態様及び内容

④大規模買付行為に係る買付けその他の取得の対価の算定根拠及びその算

定経緯（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情

報ならびに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想さ

れるシナジー効果の内容（そのうち他の株主に対して分配されるシナジ

ーの内容を含みます。）及びその算定根拠等を含みます。）

⑤大規模買付行為に係る買付けその他の取得の資金の裏付け（当該資金の

提供者（実質的提供者（直接又は間接を問いません。）を含みます。）

の具体的名称、調達方法、担保の内容、資金提供が実行されるための条

件の有無、資金提供後の誓約事項及び内容、ならびに関連する具体的取

引の内容を含みます。）

⑥大規模買付行為の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営

方針、事業計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政

策等（大規模買付行為完了後における当社資産の売却、担保提供その他

の処分に関する計画を含みます。）
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⑦大規模買付行為完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、

取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針

⑧当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑨その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

　なお、独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく

大規模買付行為を開始したものと認められる場合には、引き続き意向表明

書及び本必要情報の提出を求めて大規模買付者と協議・交渉等を行うべき

特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(4)ア.(ｱ)①記載のとお

り、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを

勧告することとします。

ウ．大規模買付行為の内容の検討・大規模買付者との交渉・代替案の検討

(ｱ)当社取締役会に対する意見、代替案及び情報提供等の要求

　独立委員会は、当社取締役会に対しても、独立委員会が合理的に定め

る検討期間（但し、独立委員会が本必要情報の提供が完了したと判断し

た旨を当社が開示した日から起算して、原則として60日を超えないもの

とします。）内に大規模買付行為の内容に対する意見、その根拠資料、

代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提示を求め

ることができます。

(ｲ)独立委員会による検討作業

　独立委員会は、大規模買付者及び（当社取締役会に対して上記(ｱ)のと

おり情報等の提示を要求した場合には）当社取締役会からの情報等を受

領してから、原則として、大規模買付行為が対価を現金（円貨）のみと

する公開買付けによる全ての当社株券等の買付けである場合には60日、

それ以外の場合には90日が経過するまで（但し、下記(4)ア.(ｱ)③に記載

する場合には、独立委員会は当該期間を延長することができるものとし

ます。）（以下「独立委員会検討期間」といい、上記ウ.(ｱ)の60日間と

は別途起算するものとします。）に、大規模買付行為の内容の検討、大

規模買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討、

及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独立委

員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観

点から当該大規模買付行為の内容を改善させるために必要であれば、直

接又は間接に、当該大規模買付者と協議・交渉等を行い、又は当社取締

役会等による代替案の株主等に対する提示等を行うものとします。

　独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、
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独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、

弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の

助言を得ることができるものとします。

　大規模買付者は、独立委員会が、直接又は間接に、検討資料その他情

報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければ

ならないものとします。

(4)大規模買付行為がなされた場合の対応方針

ア．独立委員会による勧告等の手続及び当社取締役会による決議

(ｱ)独立委員会の勧告等

　独立委員会は、大規模買付者が現れた場合において、次の①から③ま

でに定めるところに従い、当社取締役会に対して大規模買付行為に関す

る勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して

次の①から③までに定める勧告その他の決議をした場合、その他独立委

員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告等の概要その他

独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を延長する場合

にはその期間及び理由を含みます。）について、勧告後速やかに情報開

示を行います。

①独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合

　独立委員会は、大規模買付者が本対応方針に定められた手続を遵守

しなかった場合、その他大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討

の結果、大規模買付者による大規模買付行為が下記(5)「本新株予約権

の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し本新株予約権

の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立

委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対し

て、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

　但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告

をした後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、

行使期間開始日（下記(6)「本新株予約権の無償割当ての概要」カ.に

おいて定義されます。）の前日までの間、（無償割当ての効力発生時

までは）本新株予約権の無償割当ての中止、又は（無償割当ての効力

発生時の後は）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行

うことができるものとします。

(a)当該勧告後大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合その他

大規模買付行為が存しなくなった場合
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(b)当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買

付者による大規模買付行為が下記(5)「本新株予約権の無償割当て

の要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は該当しても

本新株予約権の無償割当てを実施すること若しくは行使を認める

ことが相当でなくなった場合

　なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを相当と判断する

場合でも、大規模買付行為者による大規模買付行為が下記(5)「本新株

予約権の無償割当ての要件」に定める本新株予約権の無償割当ての要

件のうち②ないし⑨の該当可能性が問題となる場合には、当社取締役

会に、株主総会の招集及び新株予約権無償割当てに関する議案の付議

を勧告することができるものとします。

②独立委員会が本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

　独立委員会は、大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討、大規

模買付者との協議・交渉等の結果、大規模買付者による大規模買付行

為が下記(5)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいず

れにも該当しない又は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施す

ることが相当でないと判断した場合には、独立委員会検討期間の終了

の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て

を実施しないことを勧告します。

　但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧

告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、

上記①前段の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の

無償割当ての実施の勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役

会に勧告することができるものとします。

③独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合

　独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施の勧告（株主総会の招集、本新株予約権

の無償割当ての実施に関する議案の付議の勧告を含みます。）を行う

に至らない場合には、独立委員会は、当該大規模買付者の大規模買付

行為の内容の検討・当該大規模買付者との交渉・代替案の検討等に必

要とされる合理的な範囲内（但し、合計で60日間を上限とするものと

します。）で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。

　上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会

は、かかる延長の理由及び期間を開示の上、引き続き、情報収集、検

討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施
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又は不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。

④独立委員会によるその他の勧告等

　独立委員会は、当社取締役会に対して、上記①から③までのほか、

当社取締役会が随時諮問する事項の決定等を行うことができるものと

します。

(ｲ)当社取締役会による決議、株主総会の開催

　当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、本新株予

約権の無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中

止及び本新株予約権の無償取得を含みます。）に関する会社法上の機関

としての決議を速やかに行うものとします。

　また、当社取締役会は、独立委員会から、株主総会の招集、本新株予

約権の無償割当ての実施に関する議案の付議が勧告された場合には、実

務上株主総会の開催が困難である場合を除き、実務上可能な限り最短の

期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、本新

株予約権の無償割当て実施に関する議案を付議するものとします。当該

株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施について決議がなさ

れた場合には、当社取締役会は、株主総会における決議に従い、本新株

予約権の無償割当てに必要な手続を遂行するものとします（株主総会に

おいて本新株予約権の無償割当て事項の決定を取締役会に委任する旨の

決議がなされた場合には、本新株予約権の無償割当ての実施に関する取

締役会決議を行うものとします。）。一方、当該株主総会において本新

株予約権の無償割当ての実施に関する議案が否決された場合には、当社

取締役会は、本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うも

のとします。

　当社取締役会は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施若

しくは不実施に関する決議を行った場合、当社取締役会が上記の株主総

会を招集する旨の決議を行った場合、又は本新株予約権の無償割当ての

実施に関する株主総会の決議が行われた場合には、当該決議の概要その

他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行

います。

　なお、大規模買付者は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての

不実施の決議を行うまでの間、又は上記の株主総会が開催される場合に

は、当該株主総会において本新株予約権無償割当ての議案が可決若しく

は否決されるまでの間、当社株券等の買付等を実行してはならないもの

とします。
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イ．本必要情報の変更

　上記(3)イ.「大規模買付者に対する情報提供の要求」の規定に従い、

当社が本必要情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、独立委員

会が大規模買付者によって当該本必要情報につき重要な変更がなされた

と判断した場合には、従前の本必要情報を前提とする大規模買付行為（以

下、本項において「変更前大規模買付行為」といいます。）について進

めてきた本対応方針に基づく手続は中止され、変更後の本必要情報を前

提とする大規模買付行為について、変更前大規模買付行為とは別個の大

規模買付行為として大規模買付ルールが改めて適用されるものとします。

(5)本新株予約権の無償割当ての要件

　当社は、大規模買付者による大規模買付行為が下記のいずれかに該当し

本新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合、上記

(4)「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」ア.(ｲ)に記載される当社

取締役会の決議又は株主総会の決議により、本新株予約権の無償割当てを

実施することを予定しております。なお、上記(4)「大規模買付行為がなさ

れた場合の対応方針」ア.(ｱ)(ｲ)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約

権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会

の判断を経て、かかる判断を最大限尊重した上で決定されることになりま

す。

記

①大規模買付者が、大規模買付行為に際して、大規模買付ルールに定めら

れた手続を遵守しなかった場合

②大規模買付者が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、

ただ株価をつり上げて高値で株式を当社又は当社関係者に引き取らせる

目的で大規模買付行為を行おうとしていると判断される場合

③大規模買付者が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要

な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を大規模買付

者やそのグループ会社に移譲させる等、いわゆる焦土化経営を行う目的

で大規模買付行為を行おうとしていると判断される場合

④大規模買付者が、当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者

やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で大

規模買付行為を行おうとしていると判断される場合
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⑤大規模買付者が、当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関

係していない不動産、有価証券その他の資産等を売却等処分させ、その

処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、又は一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売抜けをする目的で大規模

買付行為を行おうとしていると判断される場合

⑥大規模買付者の提案する大規模買付行為の方法が、強圧的二段階買収（最

初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段目の買付条件を

不利に設定し、又は明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行う

こと）等、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株

式の売却を強要するおそれがあると判断される場合（但し、部分的公開

買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。）

⑦大規模買付行為の条件（大規模買付行為の対価の種類及び価額、大規模

買付行為の時期、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実

現の可能性、大規模買付行為の後の経営方針又は事業計画、大規模買付

行為の後における当社の少数株主、従業員、取引先、顧客その他の当社

に係る利害関係者に対する方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑み

著しく不十分又は不適当な大規模買付行為であると合理的な根拠をもっ

て判断できる場合

⑧大規模買付者の経営者又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が

含まれている場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株

主として明らかに不適切であると判断される場合

⑨その他②から⑧までに準ずる場合で、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を著しく損なうと判断される場合

(6)本新株予約権の無償割当ての概要

　本対応方針に基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおり

です。

ア．本新株予約権の数

　本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議（以下「本新株

予約権無償割当決議」といいます。）において当社取締役会が別途定め

る一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発

行済株式の総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控

除します。）と同数とします。

イ．割当対象株主

　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主

に対し、その有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本
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新株予約権を割り当てます。

ウ．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める日とし

ます。

エ．本新株予約権の目的である株式の数

　本新株予約権1個の目的である株式（注８）の数（以下「対象株式数」

といいます。）は、別途調整がない限り1株とします。

注８：将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第13号）となった場合にお

いても、①本新株予約権の行使により発行される当社株式、及び②本新株

予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会

開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式

を指すものとします。

オ．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約

権の行使に際して出資される財産の株式１株当たりの価額は、1円を下限

として当社株式の１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲

内で当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める価額

とします。

カ．本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定めた日を初

日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）

とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当決議に

おいて当社取締役会が別途定める期間とします。但し、下記ケ.に基づき

当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権につ

いての行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の

最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあた

るときは、その前営業日を最終日とします。

キ．本新株予約権の行使条件

　（Ⅰ）特定大量保有者（注９）、（Ⅱ）特定大量保有者の共同保有者

（注10）、（Ⅲ）特定大量買付者（注11）、（Ⅳ）特定大量買付者の特

別関係者（注12）、若しくは（Ⅴ）上記（Ⅰ）ないし（Ⅳ）に該当する

者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若し

くは承継した者、又は（Ⅵ）上記（Ⅰ）ないし（Ⅴ）に該当する者の関

連者（注13）（以下、上記（Ⅰ）ないし（Ⅵ）に該当する者を「非適格

者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することがで
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きません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定

の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使する

ことができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除

外規定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居

住者の有する本新株予約権も、下記ケ.のとおり、当社による当社株式を

対価とする取得の対象となります。）。

注９：原則として、当社が発行者である株券等の保有者（金融商品取引法第27条

の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）で、当該株券等に

係る株券等保有割合が20％以上である者（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取

得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社

取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当決議において当社取締役

会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとします。

注10：金融商品取引法第27条の23第５項に定義され、同条第6項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた

者を含みます。）。

注11：原則として、公開買付け（金融商品取引法第27条の２第６項に定義されま

す。）によって当社が発行者である株券等（同法第27条の２第１項に定義

されます。以下本注11において同じとします。）の買付け等（同法第27条

の２第１項に定義されます。以下同じとします。）を行う旨の公告を行っ

た者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとし

て金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含みます。）に係る

株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計し

て20％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含み

ます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有すること

が当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた

者その他本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定める所

定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。

注12：金融商品取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに

該当すると認めた者を含みます。）。但し、同項第１号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第３条第２項で定める者を除きます。なお、(i) 共同保有者及び (ii) 契

約金融機関等は、本対応方針においては大規模買付者の特別関係者とみな

します。
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注13：実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配

下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、

又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいま

す。ここでいう「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定

を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）

をいいます。

ク．本新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要す

るものとします。

ケ．当社による本新株予約権の取得

(ｱ)当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権

を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取

締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得す

ることができるものとします。

(ｲ)(ｱ)にかかわらず、当社は、当社取締役会が別途定める日において、非

適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める

日の前営業日までに未行使のものの全てを取得し、これと引換えに、本

新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるも

のとします。また、かかる取得がなされた日以降に、非適格者以外の第

三者が譲渡等により非適格者が有していた本新株予約権を有するに至っ

た場合等には、当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことがで

きるものとします。

コ．合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換、及び株式移転の場合の新株予約権の交付

　本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定めるものとし

ます。

サ．新株予約権証券の発行

　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

シ．その他

　上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割

当決議において当社取締役会が別途定めるものとします。
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４．株主・投資家に与える影響等

(1)大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に与える影響

　大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを

判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の

意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保障することを目

的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報の下で、大規模買付

行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのこと

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。

したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切

な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利

益に資するものであると考えております。

　なお、上記３.(4)ア.及び３.(5)において述べたとおり、大規模買付者が大

規模買付ルールに定められた手続を遵守するか否かにより大規模買付行為に

対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれまして

は、大規模買付者の動向にご注意ください。

(2)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会において本新株予約権無償割当決議を行った場合には、本新

株予約権無償割当決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対

し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個の割合で本新株予約権が

無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使

期間内に、金銭の払込みその他下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って

株主の皆様に必要となる手続」イ.において詳述する本新株予約権の行使に係

る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、そ

の保有する当社株式が希釈化されることになります。

　但し、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に

必要となる手続」ウ.に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から

本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。

当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新

株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領

することとなり、保有する当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、

保有する当社株式全体の希釈化は生じません。

　なお、当社は、本新株予約権無償割当決議が行われた後であっても、例え

ば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、本新株予約

権の無償割当てに係る権利落ち日までにおいては本新株予約権の無償割当て

を中止し、又は本新株予約権の行使期間開始日の前日までにおいては当社が
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本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得

することがあります。これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化

は生じませんので、１株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提に

して売付け等を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る

可能性があります。

(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

ア．株主名簿への記録の手続

　当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決

議した場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公

告いたします。

　この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主に

本新株予約権が無償にて割り当てられますので、割当期日における最終の

株主名簿に記録される必要があります。

　なお、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様

は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権

者となります。

イ．本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆

様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予

約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、ならびに株

主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その

他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株

予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割

当て後、株主の皆様におかれましては、本新株予約権の権利行使期間内で、

かつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでの間に、これら

の必要書類を提出した上、本新株予約権１個当たり１円を下限として当社

株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会

が本新株予約権無償割当決議において定める価額を払込取扱場所に払い込

むことにより、本新株予約権１個につき、１株の当社株式が発行されるこ

とになります。

ウ．当社による本新株予約権の取得の手続

　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、

法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株

予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社株式を株

主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この
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場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等につ

いての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式に

よる書面をご提出いただくことがあります。

　上記のほか、本新株予約権の割当方法、行使の方法及び当社による取得

の方法の詳細につきましては、当社取締役会による本新株予約権無償割当

決議が行われた後、速やかに、株主の皆様に対して情報開示又は通知いた

しますので、当該内容をご確認ください。

５．本対応方針の合理性

(1)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」

の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・

株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること

　本対応方針は、上記３.(1)「本対応方針更新の目的」にて記載したとおり、

当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応

じるべきか否かを株主の皆様が判断すること、あるいは当社取締役会が代替

案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模

買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるもの

です。

(3)株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

　下記６.「本対応方針の更新に際しての手続」において詳述するとおり、当

社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に本対応方針を更新

させていただく予定です。

　また、本対応方針では、一定の場合には、株主総会において本新株予約権

の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様の意思の確認を行うこと

とします。

　さらに、下記７.「本対応方針の有効期間、廃止及び変更」に詳述するとお

り、本対応方針の有効期間は、平成31（2019）年３月期に関する定時株主総

会の終結の時までの３年間といたします。また、本対応方針の有効期間の満

了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会の決議によって本対応方針

を廃止することができます。

(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
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　当社は、本対応方針の更新にあたり、当社取締役会又は取締役の恣意的判

断を排除し、株主の皆様のために、本対応方針の運用に関しての実質的な判

断を客観的に行う機関として独立委員会を設置しました。

　本対応方針の更新当初の独立委員会は、当社社外監査等委員1名及び社外の

有識者２名により構成される予定であり、その委員は別紙２のとおりです。

　実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、上記３.(3)「大

規模買付ルールの内容」及び(4)「大規模買付行為がなされた場合の対応方

針」に記載したとおり、こうした独立委員会が独立委員会規則に従い、当該

大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等の観

点から、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施について、当社取締役

会へ勧告を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して、かかる割当て

の実施又は不実施に関する会社法上の機関としての決議を行うこととします

（但し、本新株予約権の無償割当ての実施の可否につき当社株主総会に付議

した場合には、当該総会の決定に従います。）。

　このように、独立委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監

視するとともに、その判断の概要について株主の皆様に情報開示することと

されており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本対応方針の

透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

(5)合理的な客観的要件の設定

　本対応方針は、上記３.(4)ア.(ｱ)「独立委員会による勧告等」及び３.(5)

「本新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細

な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社

取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと

いえます。

(6)第三者専門家の意見の取得

　大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三

者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会

計士、経営コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けるこ

とができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正

さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

(7)デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

　下記７.「本対応方針の有効期間、廃止及び変更」において詳述するとお

り、本対応方針は、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会

で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されてお

り、デッドハンド型買収防衛策（株主総会で取締役の過半数の交代が決議さ
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れた場合においても、なお廃止又は不発動とすることができない買収防衛

策）又はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではあ

りません。

６．本対応方針の更新に際しての手続

　本対応方針の更新については、当社定款第17条の定めに基づき、本定時株主

総会において、本対応方針を更新すること、及び、本対応方針に記載した条件

に従い本新株予約権無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に

委任することにつき、株主の皆様のご承認をいただくことを条件とします。

７．本対応方針の有効期間、廃止及び変更

　本対応方針の有効期間は、本定時株主総会において本対応方針の更新につき

株主様の皆様のご承認をいただいた時から、３年以内に終了する事業年度のう

ち最終のもの（平成31（2019）年３月期）に関する当社定時株主総会（平成31

（2019）年６月開催予定）が終結した時までとします。但し、かかる有効期間

の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応方針を廃

止する旨の決議が行われた場合、本対応方針はその時点で廃止されるものとし

ます。

　また、当社は、取締役会において、本対応方針の有効期間中に独立委員会の

承認を得た上で、必要に応じて本対応方針を見直し、又は変更する場合があり

ます。

　当社は、本対応方針の廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変

更等の事実及び変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行い

ます。

　なお、本対応方針において引用する法令の規定は、本日現在施行されている

法令を前提としているものであり、本日以後、法令の新設又は改廃に伴って必

要な場合には、当社取締役会において当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本

対応方針の条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることが

できるものとします。

以　上
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（別紙１）

独立委員会規則の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。

・独立委員会の委員（以下「独立委員」という。）は、３名以上とし、当社の業

務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外監査等委員（補欠者を含

む。）又は(ii)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会

が選任する。但し、(ii)については、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精

通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究

者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定す

る善管注意義務条項等を含む就任契約を当社との間で締結した者でなければな

らない。

・独立委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される当社取締役会の終結し

た時までとする。また、補欠又は増員として選任された独立委員の任期は、他

の現任独立委員の任期の満了する時までとし、当社社外監査等委員であった独

立委員が監査等委員でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、独立

委員としての任期も同時に終了するものとする。

・独立委員会は、以下の各号に規定する事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立

委員会の勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施

等に関する会社法上の機関としての決議を行う（但し、本新株予約権の無償割

当ての実施の可否につき当社株主総会に付議した場合には、当該総会の決定に

従う。）。なお、各独立委員及び当社各取締役は、こうした決議にあたっては、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを

要し、専ら自己又は第三者の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

①本新株予約権無償割当ての実施又は不実施（本新株予約権の無償割当ての

実施の可否につき当社株主総会へ付議することを含む。）

②本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得

③その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項

・上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に規定する事項を行う

ことができる。

①本対応方針の対象となる大規模買付行為への該当性の判断
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②大規模買付者及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回

答期限の決定

③大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討

④大規模買付者との交渉・協議

⑤当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討

⑥独立委員会検討期間の延長の決定

⑦本対応方針の修正又は変更の承認

⑧その他本対応方針において独立委員会が行うことができると定められた事

項

⑨当社取締役会において別途独立委員会が行うことができるものとして定め

た事項

・独立委員会は大規模買付者から提出された情報が本必要情報（本対応方針３.

(3)イ.参照）として不十分であると判断した場合には、大規模買付者から追加

的に情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、大規模買付者から意向

表明書及び本必要情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の期

間内に、大規模買付者の大規模買付行為の内容に対する意見及びその根拠資料、

代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求するこ

とができる。

・独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から

大規模買付者の大規模買付行為の内容を改善させるために必要があれば、直接

又は間接に、大規模買付者と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会

等の代替案の株主等に対する提示等を行うものとする。

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役（監査等委員を含

む。）、従業員その他独立委員会が必要と認める者の出席を求め、独立委員会

が求める事項に関する説明を要求することができる。

・独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者的立場にある専門家（投資銀行、

証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、経営コンサ

ルタント等）の助言を得ること等ができる。

・各独立委員及び取締役会は、大規模買付行為がなされ、又はなされるおそれが

ある場合その他いつでも独立委員会を招集することができる。

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、その過半数をもっ

てこれを行う。

以　上

－ 36 －

買収防衛策議案



（別紙２）

独立委員会委員略歴

本対応方針更新当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。

石川　豊（いしかわ　ゆたか）

昭和２９年２月１０日生

当社社外取締役常勤監査等委員

＜略　歴＞

昭和５２年　４月　　株式会社北越銀行入行

平成２０年　６月　　同行監査部長に就任

平成２６年　６月　　北越信用保証株式会社代表取締役社長に就任

平成２７年　６月　　当社取締役常勤監査等委員に就任（現任）

細貝　巌（ほそかい　いわお）

昭和３３年７月４日生

細貝法律事務所所長

＜略　歴＞

平成　４年　４月　　弁護士登録

平成　４年　４月　　尚和法律事務所（現ジョーンズ・デイ法律事務所）入所

平成　７年　４月　　河鰭法律事務所入所

平成１１年　３月　　細貝法律事務所開設

松本　榮一（まつもと　えいいち）

昭和２３年３月１８日生

松本会計事務所所長

＜略　歴＞

昭和４８年１２月　　会計士補登録

昭和４９年　４月　　昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社

昭和５５年　１月　　松本会計事務所開設

昭和５５年　８月　　公認会計士登録

昭和５５年　９月　　税理士登録

※石川豊氏は会社法第２条第１５号に規定される社外取締役である監査等委員で

す。

※上記の各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以　上
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